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図 38　企業戦略への情報の活用（スピードと質）

図 39　「謹告」の事例

図40　米国の特許戦略の強化

気が回らないケースも多い。現場で工事の見積もりを出さ
せる際、費用が合わず他の会社に見積もりをさせるのは常
套手段であるが、他の業者の工法を使った内容で見積もり
させるケースもあり特許騒動になることもある。
　工事が終了した後に訴えられると面倒である。特許に関
する技術を調査し応訴することとなるが、この場合、ライ
センス供与を受けるのも方法である。応訴では最近、最高
裁まで争う例も出ている。応訴の場合は弁理士や弁護士な
どに依頼するのが良い。現場係員の末端にゆきとどく知的
財産教育は今後ますます重要となる。支店や営業所で係員
が集まるチャンスを捉えて知的財産部から出向いて教育・
啓蒙が必要である。
　特許を他社に利用させる、他社の特許を利用するなどの
ライセンス交渉も重要である。知的財産の実務はOJTで教
育できるが交渉術はなかなか育成が難しい。特に海外との
英語による交渉となると、まず英語のできる人でなければ
ならない。簡単なものは社内人材で行うことができるが、
重要なものは外部の専門家に依頼するのが良いと考える。

７　グローバル化時代の知的財産戦略
　筆者は1987年から1991年まで勤務していた会社の方針で
（筆者の提案であったが）、米国ボストンにR＆D独立会
社を経営した。欧米の大学、研究機関、企業との委託・
共同研究、技術導入が目的であった。日本出発に際し経
営トップが筆者に言ったことは「くれぐれも訴えられるこ
とのないように」であった。折しも米国では産業競争力
強化のためにプロパテント政策を始めたところであった
（図40）。実際、ベンチャー企業などに行くと企業・技術
説明の前に秘密保持契約書にサインさせるのが常であった。
1985年、米国産業競争力委員会会長のジョン・ヤング氏が
「国際競争力と新たな現実」を当時のレーガン大統領に提
出した。ヤングレポートの主張は「過去の基本特許の活用
と特許収益の最大化」、「在・将来の最先端技術の優位性
の確保」で、ここから米国のプロパテント政策（特許重視
による産業育成政策）が始まった。
　1980年代後半の筆者の経験でも米国大学と共同研究して
も特許権は大学に属すなどと主張され、MIT、ハーバード
大学、スタンフォード大学などの特許オフィスは外国企業
に対して大変厳しい対応であった。特にオフィスの現場担
当者は紋切型で取り付く島がないと言う感じであった。こ
の結果、米国大学との共同研究・委託研究が困難になった。
　このプロパテント政策は米国企業の国際競争力強化に役
立ったが、あまりに権利者保護が厳しく、産業発展の阻害
にもなって、現在ではかなり常識的な実態になりつつある。
　アジア各国はかつて模倣天国のような情勢であったし、

図 37　特許マップ（背景は数年前の特許保有件数）


